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別紙 地域公共交通確保維持改善事業の対象 

幹線のうち、地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の補助対象であるものについて、沖
縄県生活交通確保維持協議会で定める内容（令和６年度地域間幹線系統確保維持計
画）を以下に示す。 
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路線別の役割及び事業の必要性  
系統
番号 系統名 役割及び事業の必要性 

77 名護東線 当該系統は那覇市から沖縄市・本島東海岸を経由し名護市に至る路線であり、沿
線住民の通勤・通学や通院、買い物などの日常生活や市町村を跨ぐ広域的な移動
を支える移動手段である。 
このため、地域の住民の貴重な移動手段として、運行を維持することが求められるが、
自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が困難であることから、本事業により
運行を確保・維持する必要がある。 

52 与勝線 当該系統は那覇市、沖縄市を経由しうるま市与勝に至る路線であり、沿線住民の通
勤・通学や通院、買い物などの日常生活や市町村を跨ぐ広域的な移動を支える移動
手段である。 
このため、地域の住民の貴重な移動手段として、運行を維持することが求められるが、
自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が困難であることから、本事業により
運行を確保・維持する必要がある。 

82 玉泉洞糸満線 当該系統は糸満市から玉泉洞に至る路線であり、沿線住民の通勤・通学や通院、
買い物などの日常生活や市町村を跨ぐ広域的な移動を支える移動手段である。 
このため、地域の住民の貴重な移動手段として、運行を維持することが求められるが、
自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が困難であることから、本事業により
運行を確保・維持する必要がある。 

105 豊見城市内一周線 当該系統は豊見城市内を一周する路線であり、沿線住民の通勤・通学や通院、買
い物などの日常生活を支える移動手段である。 
このため、地域の住民の貴重な移動手段として、運行を維持することが求められるが、
自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が困難であることから、本事業により
運行を確保・維持する必要がある。 

51 百名線（船越経由） 当該系統は那覇市から南城市百名に至る路線であり、沿線住民の通勤・通学や通
院、買い物などの日常生活や市町村を跨ぐ広域的な移動を支える移動手段である。 
このため、地域の住民の貴重な移動手段として、運行を維持することが求められるが、
自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が困難であることから、本事業により
運行を確保・維持する必要がある。 

62 中部線 当該系統は読谷村から沖縄市を経由し北谷町砂辺に至る路線であり、沿線住民の
通勤・通学や通院、買い物などの日常生活や市町村を跨ぐ広域的な移動を支える移
動手段である。 
このため、地域の住民の貴重な移動手段として、運行を維持することが求められるが、
自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が困難であることから、本事業により
運行を確保・維持する必要がある。 

65 66 本部半島線 当該系統は名護市から本部半島を一周する路線であり、沿線住民の通勤・通学や
通院、買い物などの日常生活や市町村を跨ぐ広域的な移動を支える移動手段であ
る。 
このため、地域の住民の貴重な移動手段として、運行を維持することが求められるが、
自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が困難であることから、本事業により
運行を確保・維持する必要がある。 

67 辺土名線 当該系統は名護市から国頭村辺士名に至る路線であり、沿線住民の通勤・通学や
通院、買い物などの日常生活や市町村を跨ぐ広域的な移動を支える移動手段であ
る。 
このため、地域の住民の貴重な移動手段として、運行を維持することが求められるが、
自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が困難であることから、本事業により
運行を確保・維持する必要がある。 
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